
 

京都市 告示第   号  

 介護保険法第２ ４条の２第１項第 ２号の規定に基づ き，要介護認定調 査事

務の一 部を指 定市 町村事 務受託 法人 に次の とおり 委託 しまし た。  

  平 成２１ 年４ 月１日  

京都市 長  門 川  大作    

１  当 該委託 に係 る事務 所の名 称及 び所在地  

  名 称  

特定非 営利活 動法 人京都 市老人 福祉 施設協 議会事 業セ ンター  

  所 在地  

  京都市下京区河原町五条下る梅湊町８３番地の１  ひと・まち交流館

京都内  京都 市老 人福祉 施設協 議会 事務局  

２  委 託す る指定 市町村事務受託法 人の名称，主たる 事務所の所在地及 びそ

の代表 者の氏 名  

  名 称  

特定非 営利活 動法 人京都 市老人 福祉 施設協 議会事 業セ ンター  

  主 たる事 務所 の所在 地  

  京都市下京区河原町五条下る梅湊町８３番地の１  ひと・まち交流館

京都内  京都 市老 人福祉 施設協 議会 事務局  

  代 表者の 氏名  

理事長  山田  尋 志  

３  委 託開始 年月 日  

  平 成２１ 年４ 月１日  

４  委 託事務 の内 容  

１４



 

  要保護者で介護保険被保険者以外の者の新規要介護 (要支援 )認定事務 に

おける 訪問調 査業 務  

５  居 宅サー ビス 等の提 供の有 無  

  無  

 

（保健福祉局 生活 福祉部 地域福 祉課 ）  


